
電気用品安全法の解釈　－　対象非対象関係

平成１５年８月１５日　製品安全課

商品名等
（電気用品名等）

配管内液体温度管理用加熱ユニット(ポンプ機能付き)

１　当該商品等の概要

○用途、機能、性能
　温水循環床暖房や工作機械の配管内に設置し、水又は潤滑油等の昇温・加熱を行
う装置である。付随的に液体循環のためのポンプ機能もある。
　
○構造、仕様、意匠
　電気ヒーター、循環用ポンプ、温度制御機器等で構成されている。
　定格：単相２００Ｖ、５０／６０Ｈｚ
　　　　消費電力２～　３ｋＷ（温水循環用、制御温度２０～９０℃）
　　　　　　　　２～１０ｋＷ（潤滑油用、制御温度２０～９０℃）

○ 主な使用者、販売先
一般家庭、工場等。

（注）本ユニットは、平成１５年２月２５日にホームページに掲載した「配管内液
体温度管理用加熱ユニット」に類似した機器に電気ポンプ機能が付加されたも
のである。

２　対象・非対象の解釈
　
（１）温水循環用のものは、「電気瞬間湯沸器」として取り扱う。
（２）工作機械に組み込まれる潤滑油用のものは、「非対象」として取り扱う。

（理由）
　電気ポンプ機能を有するが、主たる用途は液体の加熱であることから、平成１５
年２月２５日付けの「配管内液体温度管理用加熱ユニット」と同様の取り扱いとす
ることが妥当であると判断する。

（参考図）
　 　 　 　 　　

給湯口

戻り口

コントロー
ルボックス


